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令和８年度いちき串木野市放課後児童健全育成事業 業務委託仕様書 

 

１．委託業務名 

 いちき串木野市放課後児童健全育成事業 業務委託 

 

２．委託期間 

 契約の日から令和９年３月 31日まで 

業務期間終了以降も単年度ごとに継続契約を行う場合もある。 

 

３．募集小学校区 

串木野小学校区 １支援単位 

 

４．受託者が行う業務 

(１)設備運営基準条例、関係法令等を遵守し、本市の放課後児童健全育成事業の充実に努めること。ただし、

スポーツクラブや塾等を主たる目的とするものは認められない。 

(２)施設整備・運営に当たり適合すべき基準 

(ア)放課後児童クラブ運営指針（こども家庭庁） 

(イ)放課後児童健全育成事業実施要綱（こども家庭庁） 

(ウ)いちき串木野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

(エ)いちき串木野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 

(３)定員 

１支援単位、原則 36～40名程度とする。ただし、施設の規模により支援単位の定員の増減を認めるが、

上限を 45名とし、下限を 25名とする。 

(４)対象児童 

市内に住所を有し、募集小学校区の小学校に在籍している児童であって、その保護者が就労等により昼

間家庭にいない児童とする。定員に空きがある場合は、近隣の小学校に在籍している児童の受け入れを

可能とする。 

(５)施設・設備について 

設備運営基準条例に定める下記の設備の基準を満たしていること。 

(ア)放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備

えた区画（以下「専用区画」という。）を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備え

ること。 

(イ)専用区画の面積は、児童１人につきおおむね 1.65平方メートル以上であること。 

(ウ)専用区画並びに（ア）に規定する設備及び備品等（（エ）において「専用区画等」という。）は、放

課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に

供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

(エ)専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。 

(６)開所日及び開所時間 

(ア)開所日 

原則 250日以上 
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(イ)開所時間 

I.平日（小学校の授業の休業日以外の日） 

原則３時間以上開所とする。ただし、放課後の時間帯に家庭保育を行えない家庭の児童に対して、

遊びや生活の場を提供することを満たせる時間の開所であること。 

II.土曜日及び長期休業日等 

原則８時間以上開所とする。ただし、学校休業日に家庭保育を行えない家庭の児童に対して、遊

びや生活の場を提供することを満たせる時間の開所であること。 

(７)開所時期 

令和８年７月中 

(８)保険加入 

児童を対象とした傷害保険や施設賠償責任保険等の必要な保険に加入すること。 

(９)費用 

本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。 

(10)保護者との信頼関係の構築 

保護者との情報共有を図るとともに、意見、要望を聴く機会を設けること。 

(11)学校・地域との連携 

学校との情報交換・連携を密にし、学校の状況、児童の状況を常に把握するよう努めること。また、地

域住民、関係機関との連携を図り、情報公開・情報共有に努めること。 

(12)利用手続き等 

入所申込みの受付、入所判定の決定等は、設置運営事業者が実施すること。入所の判定にあたっては、

保育を必要とする児童が利用できるよう努めること。 

(13)施設整備及び運営の委託料等 

(ア)施設整備費 

（ⅰ）事業実施に必要な設備の整備・修繕及び備品の購入費用について 1,000,000円を上限に補助金

の交付を受けることができる。 

（ⅱ）（ⅰ）に加え、開設準備に必要な経費（礼金及び賃借料（開所前月分））について、600,000円

を上限に補助金の交付を受けることができる。 

(イ)運営費 

「いちき串木野市子ども・子育て支援交付金事業補助金交付要綱」に基づく委託料の交付を受けるこ

とができる。 

(ウ)その他 

本公募による委託事業は、令和８年度の６月補正予算成立を前提とした事前準備手続きであり、予算

成立後に効力が生じる事業である。ただし、補正予算が議決されなかった場合は本件の手続きについ

て停止等となる場合がある。また、契約期間中に国・県の補助基準額が変更された場合は、その変更

に伴い委託料を変更することがある。 

 

５．設置場所の基準 

(１)原則として、募集小学校区内に設置し、できるだけ当該小学校からの距離が近いことが望ましい。ただ

し、送迎に不都合がなければ周辺校区に設置できるものとする。 

(２)児童が過ごす場所として周辺の環境に安全面、治安等の問題がないこと。 
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(３)近隣住民との良好な関係が築けること。 

(４)災害時の緊急避難等、児童の安全が確保できる場所であること。 

(５)児童の送迎を行う場合は、安全に乗降できるスペースが確保されていること。 

 

６．実績報告 

受託者は、委託業務終了後、速やかに業務完了届を提出し、実績報告を行うこと。 

 

７.支払条件等 

委託料の支払いについては、実績に基づいて支払うこととする。ただし、本市と協議のうえ、委託契約に

基づき概算前金支払をすることができるものとし、年度末において実績により精算するものとする。 

 

８．問い合わせ先及び提出先 

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通 133番地１ 

いちき串木野市子どもみらい課子育て支援係 

電 話：0996-33-5618（直通） ＦＡＸ：0996-32-3124 

E-mail：kodomo1@city.ichikikushikino.lg.jp 

 

９.その他 

（１）疑義が生じた場合等の協議 

仕様書の解釈について疑義が生じた場合又は仕様書に定めのない事由が生じた場合、市と受託者は誠意

をもって協議するものとする。災害やその他の不可抗力等、市及び受託者双方の責めに帰す事ができない事

由により事業の継続が困難になった場合は、事業の可否について協議するものとする。 

（２）受託者の取消し等 

受託者により業務を継続することが適当でないと認めるときは、委託を取り消し又は一部の停止を命じ

ることができる。この場合、市に生じた損害は、受託者が賠償するとともに取り消した場合は、次期受託者

が円滑に業務を遂行できるよう引き継ぎを行うものとする。 

（３）個人情報保護 

業務を実施する中で入手した個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法等の法令を遵守すること。 
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